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 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう努力すべきである。 
 
一 付添看護の解消に伴う基準看護制度の見直しに当たっては、看護・介護職員について

診療報酬上適切な評価を行うとともに、重篤・術後の患者について評価を検討するなど、

看護の質の低下を招くことのないよう適切に配慮すること。 
 
二 付添看護に係る保険外負担の解消については、看護・介護職員の院内化の円滑な促進

が図られるよう適切な配慮を行いつつ、また、付添婦及びその紹介に携わる事業者が院

内化の動向に適切に対応できるよう、弾力的な雇用形態に対する診療報酬上の評価など

着実な実施のための所要の措置を講ずること。 
また、必要に応じ付添看護の解消の状況等の実態を調査し、その結果を踏まえ、所要

の措置を講ずること。 
 
三 入院時食事療養費の定額自己負担を定めるに当たっては、市町村民税非課税世帯に属

する者の負担が過重にならないよう、これらの者の入院が長期にわたる場合に配慮しつ

つ、適切な措置を講ずること。 
  また、一般の食費負担額が、平均的な家計における食費の状況を勘案した額から経過

的に六百円に軽減された趣旨を十分に踏まえ、市町村民税非課税世帯に属する者の負担

についても、その入院が長期にわたる場合に配慮しつつ、経過措置を講ずること。 
 
四 入院医療における栄養指導の重要性に鑑み、栄養士によるベッドサイドでの栄養指導

及び栄養管理に対する診療報酬上の評価など所要の措置を講じ、入院時の食事の改善を

図ること。在宅医療充実のために訪問栄養指導についても診療報酬上の評価など所要の

措置を講ずること。 
 
五 訪問看護、在宅歯科医療、在宅薬剤管理など、在宅医療の推進を図るため、診療報酬

上の評価など所要の措置を講ずること。 
 



六 精神障害者の社会復帰のための各般の施策の拡充及び施設整備の計画的推進を図るこ

と。その一環として診療報酬上の評価について検討を加えること。また、精神医療にお

けるマンパワーの確保について早急な検討を加えること。 
 
七 精神薄弱者の自立と社会参加を促進するため、各般の施策の推進を図るとともに、そ

の障害の発生予防及び療育の推進を図ること。 
 
八 難病対策については、患者の実態を十分に踏まえ、施策全般にわたる見直しを行い充

実を図ること。 
 
九 医薬品の適正な使用の推進を図るため、製薬企業における医薬品情報の収集・提供体

制の充実及び医薬情報担当者の資質向上、医療機関における医薬品情報管理室の整備な

ど医薬品情報の有効活用、医薬分業の推進等必要な施策の推進に努力すること。 
 
十 今後の高齢者の介護ニーズの増大・多様化等に応えていくため、総合プランとして新

しいゴールドプランを策定し、その積極的推進に努めること。 
  また、医療・福祉・年金等社会保障全般にわたる課題として、新たな介護システムの

早急な確立に努めること。 


